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1. 背景 

現行の三重県情報ネットワーク（以下、「現行ネットワーク」という。）は、庁内情報ネットワークで

ある三重県行政 WAN や全国の自治体、国を接続する LGWAN、県内市町との共同運用である自治体情報セ

キュリティクラウドなど、本県のみならず県内市町の業務を根幹から支える重要な基盤となっている。 

平成 26 年度に構築した現行ネットワークは、令和 2 年(2020 年)12 月に保守期限を迎えることから、

次期三重県情報ネットワーク（以下、「次期ネットワーク」という。）の構築準備を進める。 

なお、次期ネットワークについては、現行ネットワークの機器更新にとどまらず、費用対効果や信頼

性・可用性のさらなる向上に向けて、防災対策の充実や働き方改革の推進など、これまでにない新たな

視点を取り入れた情報基盤の構築を目指す。 

防災対策の充実については、災害対策本部が、災害時でも支障なく行政 WANやインターネット接続が

行えるよう環境を構築するとともに、防災行政無線を利用した行政 WANのバックアップ経路を確保する。 

働き方改革の推進については、モバイルワークの実施に向けた環境（リモートアクセス機能、接続回

線、認証方式、端末）やファイル交換システム等のコミュニケーションツールを構築する。 

 

2. 次期ネットワークの基本的な考え方 

2.1 全体構成 

2.1.1 現行ネットワークの概要 

現行ネットワークの概要は以下「図 2.1-1 現行ネットワークの概要」の通り。図中の文言や概要

は「共通仕様書別紙 1 用語集」を参照すること。 

 

図 2.1-1 現行ネットワークの概要 
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2.1.2 現行ネットワークが提供するサービス 

現行ネットワークが提供するサービスのうち、主なものは以下「表 2.1-1 現行ネットワークが

提供する主なサービス等」の通り。その他、提供するサービス上で運用している主要なシステムは、

「共通仕様書別紙 2 主要システム一覧」を参照すること。 

 

表 2.1-1 現行ネットワークが提供する主なサービス等 

提供サービス名 サービス概要 サービス利用者 

行政 WAN 県民へのサービス向上を目指し、行政事務の迅

速化・簡素化・高度化を進めるために整備され

たネットワーク 

県職員 

県利用 L2ネットワーク 県の組織が運用管理するネットワークに対し

て、論理分割することによりネットワーク環境

を提供するサービス 

県の組織、県職員 

市町利用 L2ネットワーク 知事が承認した国及び地方公共団体の管理す

るネットワークに対して、論理分割することに

よりネットワーク環境を提供するサービス 

市町職員等 

 

2.1.3 基本構成についての考え方 

上述の「2.1.1 現行ネットワークの概要」で示した現行ネットワークの基本構成等について、以

下の方針により次期ネットワークに引き継ぐこととする。 

 

(1) 基本構成について 

本仕様書の記載事項を基本構成とする。 

 

(2) 提供するサービスについて 

「2.1.2 現行ネットワークが提供するサービス」に記載されたサービスを継続して提供す

ることを原則とする。 

 

2.2 対応すべき課題 

次期ネットワークにおいて、対応すべき課題のうち、主なものは以下の通り。 

 

2.2.1 現行ネットワークにおける課題 

・ IDC が 2 拠点あるが、現状、当初の目的としていた冗長化が十分に図れていないため、見直しを

行う必要がある。 

・ 主回線とアクセスポイントが長期に渡って固定化されており、次期ネットワークにおいて新たに

取り組む対策案をふまえ、改めて見直し行う必要がある。 

・ 次期ネットワークをできる限りシンプルな構成にすることや、責任分界点の明確化、全体管理を

実施する運用管理 SE 等への詳細な引継ぎ等を実施することで、職員負荷が大幅に増大しない形
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を検討する必要がある。 

 

2.2.2 災害時の課題 

・ インターネットに向けた回線経路等が多重化されていないため、災害時に通信断となる可能性が

ある。このため、災害時に可能な限り通信断を防ぐネットワーク構成に見直す必要がある。 

・ 商用電源喪失によってネットワーク機器が利用できなくなるため、電源供給元を見直す必要があ

る。 

 

2.2.3 多様な働き方の実現 

・ 庁外でのネットワーク利用等、新たなニーズに対応する必要がある。 

・ 自席に固定されているネットワーク環境を見直し、自席以外でもネットワークを利用した業務が

できるようにする必要がある。 

 

2.3 課題に対する対策案 

次期ネットワークにおいて、課題に対する対策案のうち、主なものは以下の通り。 

 

2.3.1 柔軟かつ費用対効果の高いネットワーク構築 

・ 現在 IDC は 2 拠点あるが、費用対効果の観点及び将来のクラウド化等を見据え IDC については 1

拠点に集約させる。 

・ 現行の主回線・アクセスポイントの考え方を見直し、次期ネットワークにおける対策案への対応

とともに、拠点間を結ぶ最適な回線を調達する。 

 

2.3.2 災害時に利用できるネットワーク構築 

・ 災害対策本部のネットワーク通信経路を多重化し、可能な限り通信断が起こらないようにする。 

・ ネットワーク機器の電源を非常用電源に接続し、本庁舎・総合庁舎において、停電時にも、災害

対策等に必要な通信が行えるよう、非常用電源へ必要な機器を接続する。 

 

2.3.3 働き方改革を支援できるＩＣＴ環境整備 

・ 現在、職員からのニーズが大きいモバイルワーク環境（リモートアクセス機能、接続回線、認証

方式、端末）を整備する。 

・ 本庁舎を中心に無線 LAN環境を整備することで、庁内のどこでも利用できるネットワークを構築

する。 

 

2.4 事業実施に係る考え方 

本業務は、「3.次期ネットワークの調達」のとおり、複数の契約に分割した上で実施することを想定

している。そのため、各契約の受託事業者は、必要に応じてそれぞれが協力して対応を行うことを想定

している。 

なお、各契約における責任分界点については、本県の想定に基づいて仕様書に詳述するが、仕様書に



三重県情報ネットワーク 共通仕様書 

- 4 - 

記載のない点や不明な点がある場合は、応札時に十分確認すること。また、契約後に不明な点が明らか

になった場合等は、本県が指定する責任分界点により、各契約の受託事業者に対応を求めることとなる

点に注意すること。 

 

3. 次期ネットワークの調達 

 

3.1 調達の区分について 

本業務における調達区分は、「表 3.1-1 調達区分」の通り。拠点毎の機器構成については、「共通仕

様書別紙 3 次期構成概要図」「共通仕様書別紙 4 現行構成概要図」を参照すること。 

 

表 3.1-1 調達区分 

No 区分 概要 

1 ネットワーク設計・構築・

運用保守 

・次期ネットワーク全体にかかる設計・構築・運用保守 

・IDC、本庁舎、総合庁舎、単独地域機関のネットワーク機器の調達 

・運用管理 SE常駐業務 

・【防災対策】災害対策本部への庁内ネットワークおよびインターネット

接続経路の冗長化及び防災行政無線とのバックアップ接続 

・【働き方改革】モバイルワーク環境（リモートアクセス機能、接続回線、

認証方式、端末）の設計・構築・運用保守 

2 IDC（ハウジング） ・現行ネットワークが使用する、セキュリティクラウド及び業務用サー

バ設備を格納する IDC の調達。 

・セキュリティクラウドからインターネットへ接続する上流回線の調達。 

3 主回線 次期ネットワークで利用する主回線（iDC１拠点、県庁舎 11拠点、大規

模単独地域機関 2拠点、市町等 32拠点）の調達。 

4 単独地域機関用アクセス回

線 

・次期ネットワークで利用する単独地域機関用（144 か所）の回線サー

ビスの調達。 

・各単独地域機関に応じた帯域やサービス内容の検討。 

5 バックアップ回線 ・ 次期ネットワークで利用するバックアップ回線サービスの調達。 

・ バックアップ回線サービスが必要となる各拠点に応じた帯域や回線サ

ービスの検討。 

 

3.2 次期ネットワークにかかる調達範囲及び概要 

次期ネットワークにかかる調達範囲及び概要図は以下「図 3.2-1 次期ネットワークの全体構成」の通

り。 
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図 3.2-1 次期ネットワークの全体構成 

 

3.3 各調達の概要 

業務における各調達の概要については、以下「図 3.3-1 調達仕様書の構成」の通り。なお、それぞれ

の調達においては、本仕様書とそれぞれの案件における個別仕様書を組み合わせたものが仕様書となる。 

 

 
図 3.3-1 調達仕様書の構成 
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3.3.1 ネットワーク設計・構築・運用保守 

ネットワーク設計・構築・運用・保守調達の概要は「表 3.3-1 ネットワーク設計・構築・運用

保守の概要」の通り。詳細は、「設計・構築・運用保守（詳細）調達仕様書」を参照すること。 

 

表 3.3-1 ネットワーク設計・構築・運用保守の概要 

項目 概要説明 

調達範囲 ・次期ネットワーク全体にかかる設計・構築・運用保守 

・IDC、本庁舎、総合庁舎、単独地域機関のネットワーク機器の調達 

・運用管理 SE常駐業務 

・【防災対策】災害対策本部への庁内ネットワークおよびインターネット接続経路の冗長

化及び防災行政無線とのバックアップ接続 

・【働き方改革】モバイルワーク環境（リモートアクセス機能、接続回線、認証方式、端

末）の設計・構築・運用保守 

契約期間 ・令和元年 12月～令和 7年 12 月（予定） 

備考 ・次期ネットワークの再構築業務を実施するにあたり、現行ネットワーク及び次期ネッ

トワークにおける、IDC、主回線、単独地域機関用アクセス回線、バックアップ回線にか

かるそれぞれの受託事業者と協議し、全体スケジュールの管理、調整を行う。 

 

3.3.2 IDC（ハウジング）調達 

IDC（ハウジング）調達の概要は「表 3.3-2 IDC（ハウジング）の概要」の通り。詳細は、「IDC

（ハウジング）調達仕様書」を参照すること。 

 

 

表 3.3-2 IDC（ハウジング）の概要 

項目 概要説明 

調達範囲 ・現行ネットワークが使用する、セキュリティクラウド及び業務用サーバ設備を格納す

る IDCの調達。 

・セキュリティクラウドからインターネットへ接続する上流回線の調達。 

契約期間 契約締結日～令和 3年 3月（予定） ※以降、長期継続契約予定 

切替期間 令和 2年 9月～令和 2 年 12 月（予定） 

備考 現行ネットワークにおいて、IDCは 2拠点であるが、次期ネットワークでは 1拠点に集約

する。 

 

3.3.3 主回線調達 

主回線調達の概要は「表 3.3-3 主回線の概要」の通り。詳細は、「主回線調達仕様書」を参照す

ること。 

 

表 3.3-3 主回線の概要 
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項目 概要説明 

調達範囲 次期ネットワークで利用する主回線（iDC１拠点、県庁舎 11 拠点、大規模単独地域機関 2

拠点、市町等 32拠点）の調達。 

契約期間 契約締結日～令和 3年 3月（予定） ※以降、長期継続契約予定 

切替期間 令和 2年 9月～令和 2 年 12 月（予定） 

備考 現行回線から新回線への移行、障害対応（どのように検知・切り分けを行うか、役割分

担、フロー等の検討）、対応機器の選定等においてネットワーク設計・構築・運用保守の

受託事業者と詳細な協議を行う必要がある。 

 

3.3.4 単独地域機関用アクセス回線調達 

市町等利用回線網調達の概要は「表 3.3-4 単独地域機関用アクセス回線の概要」の通り。詳細は、「単

独地域機関用アクセス回線調達仕様書」を参照すること。 

 

表 3.3-4 単独地域機関用アクセス回線の概要 

項目 概要説明 

調達範囲 ・次期ネットワークで利用する単独地域機関用（144か所）の回線サービスの調達。 

・各単独地域機関に応じた帯域やサービス内容の検討。 

契約期間 契約締結日～令和 3年 3月（予定） ※以降、長期継続契約予定 

切替期間 令和 2年 9月～令和 2 年 12 月（予定） 

備考 現行回線から新回線への移行、障害対応（どのように検知・切り分けを行うか、役割分

担、フロー等の検討）、対応機器の選定等においてネットワーク設計・構築・運用保守の

受託事業者と詳細な協議を行う必要がある。 

 

3.3.5 バックアップ回線調達 

バックアップ回線調達の概要は「表 3.3-5 バックアップ回線の概要」の通り。詳細は、「バック

アップ回線調達仕様書」を参照すること。 

 

表 3.3-5 バックアップ回線の概要 

項目 概要説明 

調達範囲 ・ 次期ネットワークで利用するバックアップ回線サービスの調達。 

・ バックアップ回線サービスが必要となる各拠点に応じた帯域や回線サービスの検討。 

契約期間 契約締結日～令和 3年 3月（予定） ※以降、長期継続契約予定 

切替期間 令和 2年 9月～令和 2 年 12 月（予定） 

備考 現行回線から新回線への移行、障害対応（どのように検知・切り分けを行うか、役割分

担、フロー等の検討）、対応機器の選定等においてネットワーク設計・構築・運用保守の

受託事業者と詳細な協議を行う必要がある。 
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3.4 全体スケジュール 

本業務における全体スケジュールは以下「図 3.4-1 次期ネットワークの契約予定」のとおり。なお、

全体スケジュールは現時点での想定であり、今後、変更する場合があるため、注意すること。 

 

図 3.4-1 次期ネットワークの契約予定 

 

4. 本県所有のライセンスに関して 

 本県では、利用者分として、Windows Server 2012 及び Windows Server 2016 のクライアントライセ

ンス（CAL）及び RDS CAL を保有しており、本業務においても利用可能である。ただし、上記以外のラ

イセンスが必要となる場合は、本業務にて準備すること。 

 

なお、マイクロソフト製品を新規で導入する場合、以下に示すライセンスプログラムの価格レベルを

利用することができる。 

 

 

製品の種類 ライセンスプログラム 

サーバ製品群 地域 Select Plus for Government Partners 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ～ 10月 11月 12月

1 次期ネットワーク基本計画策定業務

2 【現行】ネットワーク機器調達・保守

3 【次期】ネットワーク機器調達・保守

本

契

約

4 【現行】主回線・アクセスポイントの使用

5 【次期】主回線の使用

6
【現行】ID C②の使用

 　　　   ID C①の使用

7 【次期】ID C②の使用

8 【現行】単独地域機関用アクセス回線の使用

長期継続契約解除

9 【次期】単独地域機関用アクセス回線の使用

10 【現行】バックアップ回線の使用

長期継続契約解除

11 【次期】バックアップ回線の使用

～

N o 業務等
H 30(2018)年度 H 31・R1(2019)年度 R2(2020)年度 R 7(2025)年度

計 画 策 定

機 器 運 用 保 守

契約手続 設計 機器調達・ 移行

主回線・ アクセスポイント 使用

契約・ 準備 利用期間

IDC②・ IDC①使用

使用

回線使用（ 長期継続契約）

契約・ 準備

回線使用（ 長期継続契約）

契約・ 準備

使用

使用

継続使用予定

※年度契約

継続使用予定

※年度契約

継続使用予定

※年度契約

使用
継続使用予定

※年度契約

利用期間

利用
期間

現行運用終了・

次期運用開始

機器運用保守
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アプリケーション製品群 地域 Select Plus for Government Partners 

 

 また、サーバ等に常駐させるウイルス対策ソフトは、本県が保有する以下のライセンスが利用可能で

ある。 

 

OS ウイルス対策ソフト名 

Windows系 Trend Micro ウイルスバスターコーポレートエディション 

Linux系 Trend Micro Server Protect for Linux 

 

5. 機密保持 

・ 本業務は、三重県電子情報安全対策基準（三重県情報セキュリティポリシー）を遵守して行うこ

と。当該ポリシーに抵触する行為または事象が発生した場合、そのようなおそれがある場合は、

本県に報告を行い、本県の指示のもと速やかに対応すること。なお、三重県電子情報安全対策基

準については、契約後に開示する。 

・ 業務遂行上知り得た個人情報及び本県の機密事項について、本業務のみに利用するものとし、契

約期間中または契約終了後を問わず第三者に漏えいしないこと。 

・ それぞれの契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、契約書（案）別記「個

人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

6. 注意事項 

・ 本業務について、契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要な事項に

ついては、受託事業者が責任を持って対応すること。 

・ 受託事業者は、運用開始までの作業スケジュールを県と協議の上、決定すること。 

・ 本仕様書に記載されている全ての業務に対し、いかなるケースにおいても本県に対し、別途費用

を請求することはできない。ただし、本県の要求仕様変更による追加費用については別途協議を

行うこととする。 

・ 本仕様書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は、本県と協議の上、定める

ものとする。 

・ 現行システムまたはネットワークの停止を伴う作業は閉庁日、もしくは夜間での実施を前提に県

と協議のうえ決定すること。 

・ 受託事業者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団

等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 委託者に報告すること。 

エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが

生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。 
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・ 受託事業者が上記のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴

力団等排除要綱第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止

等の措置を講じる。 

 

7. 別紙 

共通仕様書別紙1 用語集 

共通仕様書別紙2 主要システム一覧 

共通仕様書別紙3 次期構成概要図 

共通仕様書別紙4 現行構成概要図 


